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法人課税の構造

小山光一

1 .序論 の租税政策は有効ではない。ここで注意すべき

本稿において，法人課税の枠組みの中で各経

済主体の合理的な選択を検討し，この税制の中

でどのようなメカニズムが生じているのかを検

討する。国は，一定の税収を維持しながら，法

人のインセンティブを誘発して社会的に望まし

い政策目的を実現しようとしている。これに対

し法人は，税法という制度の中で合理的な選択

を行う。この結果，均衡が成立している。この

場合，均衡において実現したものが，国の意図

したものであるか否かによって租税政策の有効

性が明らかとなる。

以上の議論は，まさに現代経済学におけるメ

カニズム・デザインの世界そのものである。税

法という制度の下で法人は合理的な選択を行

い，法人課税の枠組みの中で「制度の下での均

衡Jを論じることができることを示している。

本稿においては，法人のいくつかの合理的な

選択を取り上げ制度の下での均衡Jを考察

する。最初に，事業所得者が個人事業者に留ま

るか，法人成りするかの合理的な選択を議論し

よう。個人に留まるか法人成りするかという事

業者の選択は，所得税と法人税という 2つの

制度に依存している。「制度の下での均衡」と

して，事業者は白色申告，青色申告，および、法

人成りを合理的に選択しているととを示す。

第 2に，減価償却において，償却期間の短

縮が法人の租税負担に及ぽす影響を分析する。

償却期間の短縮は，現在の租税負担を軽減する

ことによって，投資水準を高める効果があると

考えられている。しかし，赤字法人の場合，乙

ととは，現行の税法の下で，法人は赤字法人に

なるととを合理的に選択しているということで

ある。従って，法人の合理的な選択を踏まえて

税法の体系を再検討しないと，租税政策の有効

性は限定的になる。

第 3に，引当金や租税特別措置は，法人の

投資活動に影響を与えている。引当金や租税特

別措置は，それぞれの政策目的を実現するた

め，資本コストを引き下げて投資の増加を図っ

ている。しかし，この租税政策の有効性は，投

資が利子率の変化に対して弾力的であるか否か

に依存している。現実の日本経済をみると，低

水準の利子率において，投資は利子率に反応し

ていないように思われる。従って，引当金や租

税特別措置の効果は極めて弱いと考えられる。

第 4に，退職給与引当金と外形標準課税の

問題を検討する。退職給与引当金は，大企業や

特定の産業に多く利用されているため，不公平

な税制として縮小されてきている。しかし，退

職給与引当金の制度の下で，法人は利潤最大化

という合理的な行動の結果として，雇用の確保

を図ってきたのである。本稿において，退職給

与引当金の縮小は，法人の労働需要を減少させ

る乙とを示すο

外形標準課税については，これを導入する理

由は，地方財政の危機と，法人事業税の税収の

不安定さにある。しかし，この税は付加価値に

含まれる賃金を課税対象としている。本稿で

は，このような外形標準課税は雇用を必ず減少

させることを示す。

租税の負担は，最終的に個人ベースで判定す
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る必要があり，個人をベースにした税制を構築

することが必要である。法人に対する課税は転

嫁され，最終的な税負担構造が暖昧になる。特

に，外形標準課税のような法人の付加価値に対

する課税は，個人の税負担構造を暖昧にし，経

済の活力を失わせる可能性がある。

租税政策によって企業の活力を回復させよう

としても限界があり，租税政策の有効性を慎重

に検討する必要がある。限界を超えた租税政策

は，本来の目的である企業活力の回復を達成で

きないばかりでなく，無意味に租税収入を減少

させている。

2 法人課税の構造

法人課税は，一定の税収を確保しながら，租

税政策として法人のインセンティブを誘発し政

策目的の実現を図る制度である。税収の減少に

繋がる法人の行動を厳しく規制する一方，法人

にインセンティブを与えながら社会的に望まし

い状態を実現させる政策がとられている。この

ような政策は，ある意味で，数理経済学におけ

るメカニズム・デザインの世界そのものであ

る。

法人のインセンティブとは，法人税の軽減で

ある。このインセンティブをどのような形で法

人に与えるかが問題となる。この与え方は，会

計上の利益を基礎にしながら，課税対象となる

法人所得の調整を通して行われる。本来，収入

(益金)なのに益金とみなさない益金不算入

や，反対に収入とみなす益金算入がある。同様

に，本来，費用(損金)なのに損金として認め

ない損金不算入や，費用として認める損金算入

がある。従って，税法上の法人所得は以下のよ

うになる。

法人所得=会計上の利益+(益金算入+損金不

算入)一(損金算入+益金不算入)

この場合，益金算入と損益不算入は法人所得

を増加させて法人税の負担を重くするのに対

し，損益算入と益金不算入は税負担を軽くす

る。益金不算入，益金算入，損金不算入，およ

び損金算入の具体的な例は以下の表 1に示さ

れている。

表 1 益金算入等の具体的な例

引当金・準備金の要取崩額の益金算入
益金算入 法人税から控除する外国子会社の外国

税額の益金算入

受取配当の益金不算入
益金不算入 資産再評価益の益金不算入

還付金の益金不算入

損金算入
特別償却や準備金の損金算入
繰越欠損金の損金算入

損金不算入
役員賞与の損金不算入
減価償却超過額の損金不算入

以下では，益金と損金の調整についてみてい

こう。まず，益金の調整としてここでは受取配

当の益金不算入を取り上げる。

受取配当益金不算入

法人擬制説の立場から二重課税を防止するこ

とを目的に，個人株主に対し配当税額控除，法

人株主に対して受取配当の損金不算入制度が存

在する。後者の制度によって，法人は株式を保

有するインセンティブが誘発され，株価の安定

や株式の持ち合いなどに効果があると考えられ

ている。

具体的に，受取配当の益金不算入額Aは，

受取配当 Dから負債利子Rを控除した金額の

一定割合αである。つまり，

A=α(D-R) 

租税対策としては， αの調整が行われており，

平成 14年度現在，株式保有割合が25%以上の

親子関係の株式のときα=1，親子関係以外の

株式のとき α=0.5に設定されている。シャウ

プ税制以来，いずれの株式においても α=1で

あったが，昭和 63年の改正で親子関係の株式

を除きα=0.8に引き下げられ，さらに平成14

年度以降はα=0.5になっている。このような

改正を通じて，法人の株式保有のインセンテイ
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ブは弱めらてきている。

次に，損金の調整であるが，ここでは，交際

費，寄付金，役員報酬等，棚卸資産，減価償却，

および引当金と租税特別措置を以下で順番にみ

ていく。

交際費

交際費が大きくなると法人所得が減少し，

定の税収が確保できなくなる。このため，交際

費について厳しい規制が設けられている。交際

費の損金不算入のルールは，以下のように定め

られている。

(1) 交際費Cが定額基準額B以下のとき，損

金不算入額Aは，交際費Cの一定の割合

pである。つまり， C:SBのとき，A=日c。
(2) 交際費Cが定額基準額Bを超えるとき，

損金不算入額Aは，定額基準額に達する

までの部分はpの割合，定額基準額を超
えた部分は全額である。すなわち， C> B 

のとき， A = (C -B) + sB。

平成 14年度現在， s =0. 2である。つまり，
交際費が定額基準額Bに達するまで， 8割が

損金となり， 2割が損金に算入されない。定

額基準額Bは，法人の資本金の額により 2つ

に分類され，資本金が 5千万円以下のときB

=400万円，資本金が 5千万円超のとき B=0 

である。つまり，資本金が 5千万円を超える

法人の場合，交際費の全額が損金不算入とな

る。

このルールの特徴は，第 1に安定した税収

の確保が図られていることであり，過大な交際

費は法人税収に全く跳ね返らない構造になって

いる。定額基準額を超える交際費はすべて損金

とはならないので，交際費が増加しでも法人所

得は不変で，法人税は交際費の影響を全く受け

ない。

第 2に，租税政策としての役割であり，定

額基準額Bや損金不算入割合戸を変化させ

て，主に中小企業に活力を与える役割を担って

いる。

寄付金

寄付金についても交際費と同様で，一定の税

収を確保するため，厳しい規制となっている。

寄付金は，大きく以下の 3つに分類される。

① 国や地方公共団体などに対する指定寄付金

②特定公益増進法人に対する寄付金

① 一般の寄付金

上記の①の寄付金の場合，寄付金の全額が損

金算入される。②と③の寄付金の場合は，損金

算入に限度額が設定されている。この損金算入

の限度額Bは，資本金Kの0.25%と所得金額

Yの2.5%の合計額の半分である。すなわち，

B =~ [誌+笥
この基準は，寄付金の上限を企業規模(資本金)

と支払能力(所得金額)を基に設定している。

②と①の寄付金の場合は， 乙の基準額を超え

た金額は損金にはならないため、法人の寄付行

為は強く抑制されている。例えば，②又は①の

寄付金の場合，資本金 1億円で所得が 5千万

円の法人の場合，損金算入の限度額はわずか 75

万円にすぎない。

役員報酬・賞与・退職給与

使用人の給与，賞与，および退職給与は損金

算入であり，役員賞与は損金不算入である。問

題は，役員の報酬や退職給与の取扱いである。

これらの金額は償金算入になるので，役員は意

図的にこれらの金額を大きくし，法人税の負担

の軽減を図る可能性がある。これを防止するた

め，過大な役員の報酬や退職給与は損金不算入

としている。

このような措置は，税収の確保とともに，企

業内の所得分配の公平性をある程度維持させる

役割をもっていると考えることができる。

棚卸資産

棚卸資産の評価は，法人所得の計算上，損金
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である売上原価を確定することになる。当期の

売上原価 Ctは，期首棚卸高 It_1に当期仕入高

Mtを加え，期末棚卸資産の評価額Itを控除し

たものである。つまり.Ct=lt_1+Mt-1t 。こ

こで.Itー1とMtは既知なので，期末棚卸資産

の評価額Itを決めれば，売上原価Ctが確定す

る。期末棚卸資産の評価額Itをできるだけ低

くすれば，売上原価は大きくなり，法人所得は

低下して，法人税の負担は軽くなる。

棚卸資産の評価方法としては，主に原価法と

低価法がある。原価法は，取得価格を基礎とす

るもので，具体的な方法として，個別法，先入

先出法(FIFO).後入先出法(LIFO).総平均法，

移動平均法，単純平均法，最終仕入原価法，お

よび売上還元法がある。低価法は，原価法によ

り計算された評価額と期末時価のうちいずれか

低い金額を期末評価とする方法である。低価法

による取得価格の取り扱い方法として，洗替え

方式と切放し方式の 2つがある。洗替え方式

とは，前期繰越額を評価する際に，前期末の原

価法による評価額を用いて計算する方法で，税

法の原則となっている。これに対し，切放し方

式とは，前期繰越額を評価する際に，低価法に

よる評価額を用いる方法である。

法人は，棚卸資産の種類などに応じ最も有利

な方法を合理的に選択できる一方，棚卸資産の

評価に一定の制約を加えて法人税収の確保が図

られている。

減価償却

減価償却についても，税法はインセンティブ

を誘発する制度となっている。減価償却費は損

金となるため，できるだけこの費用を大きくす

ると所得が減少し，法人税の負担が軽くなる。

このため，減価償却のうち損金となる金額には

限度額が設けられ， これを超えた減価償却費は

損金とはしない。逆に，減価償却費を上限より

低くしても，その分だけ法人の税負担が高くな

るだけである。従って，税法は限度額まで償却

することを法人に求めていないが，法人は法人

税を最小にするため，減価償却費を限度額いっ

ぱいまで利用することを合理的に選択する。

償却の方法としては，主に定額法と定率法が

ある。建物は定額法であるが，その他の有形資

産は定額法でも定率法でもよく，各法人は償却

方法を合理的に選択できる。

定額法は，耐周年数にわたって均衡に減価償

却する方法である。具体的に，定額法の償却限

度額D1は，取得価格Pから廃棄する場合の見

積価格である残存価値P。を差し引いた金額を

耐周年数Tで割った値である。つまり，

P-Pn 
D.一一一」T 

もし初年度の特別償却が行われる場合，取得価

格Pの一定の割合Rが新たに償却することが
認められるので，初年度の償却限度額D1は

P-Pn 
Dl=-T-Z十戸P

一定期間の割増償却の場合，割増率をγとする

と{賞却限度額D1は

P-P" 
Dj = (1 + y)一子ーと

となる。

定率法の場合，減価償却資産の未償却残高に

一定の償却率を掛けた金額を償却限度額として

いる。定率法の償却率は，

1-(ザ
である。この場合.n年目の償却限度額は

P同一同
となる。初年度の特別償却のとき，定額法と同

様に，初年度の償却限度額は
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一定期間の割増償却の場合，割増償却率をyと

すると n年目の償却限度額は，



⑩ プログラム等準備金

環境改善，地域開発等の促進

①公害防止設備の特別償却

②特定災害防止準備金

①低開発地域等工業用機械等の特別償却

④ 自由貿易等における工業用機械等の税

額控除

①航空機燃料税の税率の特例

資源開発の促進等

①海外投資等損失準備金

②使用済核燃料再処理準備金
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このように特別償却や割増償却は，一定期

間，損金算入額を増加させることによって法人

の税負担を軽減している。

V 

租税政策の方法は，以下の(l)~(4)に分類でき

る。

(1) 税額控除

法人税額から特定の金額の一定割合を控除

し，法人税を減免する。例えば，中小企業投

資促進税制の場合，取得価額の 30%の特別

償却と 7%の税額控除(但し，法人税額の

20%を上限)のいずれかを選択できる。

(2) 所得控除

特定の収入や所得の一定の割合を損金に算

入し，法人税を減免する。例えば，技術等海

外所得の所得控除の場合，技術等海外取引(コ

ンサルティング業務)がある場合，その収入

の12%(所得金額の 15%を限度)を損金に

できる。

(3) 特別償却

①初年度の特別償却:特定の償却資産につ

いて，取得時に，取得価格の一定割合の償

却を認めて，課税を繰り延べる。

②一定期間の割増償却:特定の償却資産に

ついて，一定期間にわたり，普通償却限度

額の一定割合の償却を認め，課税を繰り延

Jてるo

(4) 準備金

引当金と租税特別措置の準備金は，将来発

生することが予想される支払いに備え，あら

かじめ非課税で積み立てる制度である。但

し，引当金や準備金の繰入には上限額が設定

引当金と租税特別措置

引当金や租税特別措置は，ある政策目的を実

現するため，法人所得の一部を非課税にして税

負担を軽減するというインセンティブを法人に

与え，その目的の実現を図るものである。引当

金としては，退職給与引当金や貸倒引当金が挙

げられる。租税特別措置の目的と主な項目は，

以下の通りである。

I 貯蓄の奨励

① 障害者の少額預金の利子の非課税

②配当所得の特例

① 生命保険料控除

④損害保険料控除

①勤労者財産形成住宅・年金貯蓄の利子

の非課税

内部留保の充実

① 青色申告特別控除

② 異常危険準備金

③ 中小企業の貸倒引当金の特例

④ 同族会社の留保金課税

⑤特別修繕準備金

技術の振興および設備の近代化

① 中小企業投資促進税制

②増加試験研究費等の税額控除

① エネルギー需給構造改革推進投資促進

税制

中小企業等基盤強化税制

中小企業新技術体化投資促進税制

医療用機器等の特別償却

技術等海外所得の特別控除

船舶等の特別償却

事業革新設備等の特別償却

E 

④

①

⑥

⑦

③

⑨

 

E
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免 税 所得控除，税額控除

課税の 減価償却(特別償却，割増償却)， 

繰り延べ 引当金・準備金

されており，この限度額以下の繰入のみが損

金に算入される。

以上の 4つの方法は，以下の表で示される

ように免税と課税の繰り延べに区別できる。

租税特別措置における税額控除，特別償却，

割増償却，および準備金ごとの具体的な例と，

各項目別の減収額は右の表 2に示されている。

以上から、国は一定の税収を維持しながら、

法人に対し利己心を誘導する制度を提示して、

社会的に望ましい状態の実現を図っていること

がわかる。これに対し法人は、与えられた税法

という制度の下で合理的な選択を行っている。

固と法人の聞において「制度の下での均衡」が

成立し、この均衡において税収の水準と租税政

策の有効性が決定されている。

以下では、法人税の背後にある法人の合理的

な選択を考察し、租税政策の限界と問題点を明

らかにしていく。

3.個人と法人の選択

まず，事業者が個人事業者に留まるか法人成

りするのかの合理的選択を考えてみよう。事業

者は初めから白色申告者，青色申告者，または

法人と区別されているわけではない。事業者

は，事業の所得やその他の状況を考えて，自ら

白色申告，青色申告，または法人のいずれかを

選択している。この結果，白色申告と青色申告

の個人事業者は所得税を納め，法人は法人税を

納めている。以下では，白色申告，青色申告，

または法人成りに関する事業者の合理的選択を

検討し制度の下での均衡」がどのように成

立しているのかを明らかにしよう。

表 2.租税特別措置と減収額 (2001年度)

平年度減収額(単位・億円)

法人税 <特別償却>

公害防止用設備の特別償却 110 
医療用機器等の特別償却 150 
電線類地中化設備の特別償却 10 
船舶等の特別償却 20 

特定高度技術産業集積地域産業用設備

の特別償却 30 

事業革新設備等の特別償却 10 

特定電気通信設備等の特別償却 30 

再商品化設備等の特別償却 40 

特定集積地区における輸入関連事業用

資産の特別償却 20 

低開発地域等工業用機械等の特別償却 60 

<割増償却>

経営基盤強化計画等に係る機械等の%1/

培償却 30 

優良賃貸住宅等の割増償却 10 
倉庫用建物等の割増償却 20 

<準備金>

海外投資等損失準備金 10 

特定災害防止準備金 10 

ガス熱量変更準備金 10 

プログラム等準備金 20 
使用済核燃料再処理斗倫金 280 
原子力発電施設解体準備金 170 

異常危険準備金 170 
特別修繕準備金 30 
中小企業等の貸倒引当金の特例 290 

<税額控除>

増加試験研究費等の税額控除 410 

エネルギー需給構造改革推進投資促進

税制(特別償却との選択) 480 

中小企業新技術体化投資促進税制(同上) 570 

中小企業等基盤強化税制(同上) 50 
事業化設備等を取得した場合等の特別

償却又は税額控除(向上) 10 
自由貿易地域等における工業用機械等

の税額控除 20 

製品輸入等が増加した場合の税額控除 120 

中小企業投資促進税制(同上) 1，450 

<所得控除>

技術等海外所得の特別控除 20 

農業協同組合等の課税の特例 10 

くその他>

同族会社の留保金課税の特例 210 

特定の基金に対する負担金等の損金算入 20 

iロL 計 4， 900 
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白色申告

まず，個人事業者の白色申告者と青色申告者，

および法人の 3つについて税制上の違いを明

確にしていこう。白色申告の個人事業者は，税

制上の特典をほとんど受けていない。白色申告

の場合，親族に支払う給与は必要経費に算入さ

れないし，給料は受け取った親族の所得になら

ない。さらに，必要経費となる事業専従者控除

額Dwは，定額限度額dwと所得限度額のいず

れか低い方である。ここで，所得限度額とは(専

従者控除の控除前)所得Yをn人の事業専従

者と事業者本人の総数 (n+ 1)で、割った金額

である。よって，事業専従者控除額Dwは

Y 1 
D... = min~ d…一一一〉

L w. 1 + n J 

となる。定額限度額Dwは，平成 14年度現在，

配偶者の場合86万円，配偶者以外の親族の場

合50万円である。

白色申告者の課税所得は，収入から必要経費

を控除した事業所得l)yから，事業専従者控除

Dwと所得控除DHを差し引いた金額である。

所得税額Twは，これに所得税率twを掛けた金

額なので，

(1) Tw = tw[Yー Dw-DHl

となる。

青色申告

個人の青色申告者は，白色申告と比べると，

多くの税法上の特典がある。主なものを挙げる

と，第1に，親族に支払う給与が専従者給与と

して経費となる。第 2に，定額の青色申告特

別控除が受けられる。この金額は，平成 14年

度現在，正規の簿記の原則で記帳した場合 55

万円，その他の場合は 10万円である。第 3に，

1)税法上、事業所得は、事業収入から必要経費(専従

者給与(控除)を含む)と青色申告特別控除(青色

申告の場合のみ)を控除した金額として定義され

る。しかし、本来の事業所得の意味を明石在にするた

退職給与引当金，貸倒引当金，および租税特別

措置の中小企業者向けの特別償却を利用で、き，

さらに純損失の繰越控除が 3年間認められ

る。したがって，青色申告になると，個人事業

者は法人とほぼ同様の特典が与えられている。

ここで重視するのは第1の点で，青色申告者

の場合，事業専従者に支払う給与は適正な水準

である限り必要経費に算入される。この制度に

よって，事業主は事業所得を分割し累進税率を

回避することができる。

以下では具体的に事業所得の分割とそれに伴

う所得税を検討してみよう。事業収入から必要

経費を差し引いた事業所得を Yとする(脚注

1参照)。いま， n人の事業専従者がいて， 1 

人当たりの専従者給与が等しい金額W を受け

取る場合を考えてみよう。事業所得Yは，事

業主本人の所得Y-nWと，各事業専従者の給

与W に分割される。まず，事業主本人の課税

所得 Y~ は，所得 Y-nW から青色申告特別控

除dbと所得控除DHを差し引いた金額なの

で

Y~= Y -nW -db-DH 

となる。いま，所得税率を t(Y~)= t~ とおくと，
事業主本人の所得税額は収『となる。

問題なのは，各事業専従者についての取り扱

いである。事業専従者の給与は，通常のサラリ

ーマンと同様に，給与所得控除が利用でき，さ

らに所得控除として基礎控除が利用できる。つ

まり，サラリーマンと同じ特典をすべての事業

専従者が受けることができる。具体的には，各

事業専従者の課税所得 Y~ は，専従者給与W

から給与所得控除8(W)と所得控除Do (主に

基礎控除のみからなる)を差し引いた金額で，

Y~= W -8(W)-Do 

めに、以下では、事業収入から必要経費(専従者給

与(控除)を除く)のみを控除した金額として事業

所得を定義している。
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(事業主の)

課税事業所得

(事業主の)

所得控除

課税給与所得 青色申告特別控除

給与所得控除+所得控除(基礎控除)

図 1 事業所得の分割

となる。ここで， D。もすべての専従者にとっ

て等しいと仮定する。所得税率を t(Y~) 三 t~ と

おくと， n人いる事業専従者の所得税の合計額

は， nt;yhとなる。以上から，事業主本人と事

業専従者の所得税の合計額Tbは，

Tb = t~ IY -nW -db一DHI
(2)¥  

+nt~ IW-o仰)-Dol 

となる。

図 1は専従者が 2人の場合の事業所得の分

割を示している。以上の議論を明確にするた

め，具体的な例を以下に示そう。

《例》事業収入から必要経費を差し引いた事業

所得Yが1000万円であるとしよう。事業専従

者は妻と母で，二人に250万円ずつを専従者給

与W として支払うとしよう。この場合，事業

所得は分割され，事業主本人に 500万円，妻と

母に250万円ずっとなる。いま，事業主の所得

控除DHを150万円とすると，事業主本人の課

税所得 Y~ は，青色申告特別控除 (db =55万
円)も控除して， 295万円となる。従って，所

得税の税率 t~ = 0.1で，所得税額は29.5万円

となる。

次に，妻と母の給与収入W=250万円につい

ては，サラリーマンと同様に，給与所得控除

o (W)が適用され，それぞれの給与所得W-
o (W)は157万円となる。さらに，妻と母は，
所得控除が利用でき，基礎控除 (Do=38万円)

が控除できる。従って，それぞれの課税所得は

119 万円，それぞれの所得税額は税率 t~= 01 
で 11.9万円となる。

以上から，本来の事業所得1000万円にかか

る所得税額は，事業主の 29.5万円と妻と母そ

れぞれの 11.9万円の合計額である 53.3万円と

なる。この所得税額を本来の事業所得1000万

円で割った実効税率は 5.33%にすぎない。こ

の例で，もし専従者給与が必要経費とならない

場合，課税所得は795万円となり，所得税額は

126万円となる。所得税額の格差は72.7万円

に達するo

法人成り

法人の場合，従業員の給与を自由に決められ

るばかりでなく，事業主自身の報酬が給与にで

きる点で青色申告者よりも有利である。いま，

個人事業者との比較を行うため，前述の青色申

告と同じ状況を考える。法人所得に事業主本人

の給与WH とn人の家族従業員の給与nWを含

めた金額をYとすると，法人の納める法人税

と所得税の合計額Tcは，

Tc = Ic [Y -WH -nW] 

(3) +ヰ[WH-o (WH) -DH] 

+ n~ [W -0 (W) -Do] 
となる。右辺の第 1項は，法人所得に対し法

人税率九で課税したときの法人税額を示して
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表 3 専従者給与(控除)の状況

青色申告者 白色申告者

納税者数 専従者のある者 専従者 納税者数 専従者のある者 専従者

所得者区分
(千人) 割合 1人当たり l人当たり (千人) 割合 1人当たり l人当たり

(出) 専従者数 平均給与額 (出) 専従者数 平均控除額

(人) (千円) (人) (千円)

事業所得者 l. 185 59.4 l. 27 2，232 1，031 18.2 1.10 763 

(内訳)

営業所得 957 57. 9 l. 24 2，075 681 19 6 l. 10 763 

農業所得 68 88.8 1 63 1，982 63 5l. 7 l. 20 757 

その他事業 161 55.3 l. 19 3，492 287 7.4 l. 10 778 

その他所得者 1，155 12.6 1.13 1，898 3， 902 0.6 l. 10 670 

メ口弘 計 2，340 36.3 l. 24 2. 180 4， 933 4.3 l. 10 753 

(出所) 国税庁企画課編『平成12年分 申告所得税の実態』

いる。第 2項と第 3項は，それぞれ事業主本

人と n人の家族従業員の所得税を示しており，

4と号は所得税率である。
(3)式では，法人税引後の法人所得は法人に内

部留保され，事業主は配当として受け取らない

と仮定している。もし法人所得を全額，配当と

して受け取ると， (3)式は以下のようになる。

Tc =九[Y-WH-n吋
(3') 十[~{ (W H + A) -0 (W H) -DH} -sA] 

+n~ [W -O(W)ーDO]

ここで， A = (1 -4:) [Y -WH -nW]は配当を
示し，右辺の第 2項のsAは控除率Pのとき
の配当税額控除額を示している。

白色申告と青色申告の選択

白色申告と青色申告の選択に際し重要な点

は，所得の大きさと事業専従者の有無である。

いま，事業専従者が存在しないとしよう。この

とき，白色申告の場合， (1)式において Dw=O

となり，所得税額Twは

(1') Tw =川Y-DH] 
となる。青色申告の場合は， (2)式においてW

=0となるが，新たに青色申告に伴うコスト C

がかかるので，事業者の負担額は

(2') Tb十c= t~ [Y -db -DH]十C

白色申告の方が青色申告よりも選択される条件

は， Tw < Tb +C，つまり(1')と(2')より，

(4) t~ dbく C

となる。つまり，青色申告特別控除dbに所得

税率 t~ を掛けた金額が，青色申告に伴うコス

トC以下ならば白色申告を選択する。具体的

に， t~=O. 1， db=55万円のとき， (4)の左辺は 5.5

万円である。たとえ所得税率が最高の 37%で

あっても， (4)の左辺は 20.35万円にすぎない。

一般に， Cはこれらの金額よりも大きいと考え

られる。従って，事業専従者がいなければ，青

色申告を選択するインセンティブはほとんど存

在しなくなる。

事業専従者の有無が青色申告と白色申告の選

択を決定づけているということは，実際のデー

タでも確認できる。表 3は専従者給与(控除)

の状況を示したものである。まず白色申告と青

色申告の納税者数を比較すると，全体では，白

色申告が約493万人であるのに対し青色申告は

約 234万人で，白色申告の方が青色申告の約

2倍である。次に，専従者のある割合をみる

と全体では，青色申告の場合は 36.3%，白

色申告は 4.3%で，圧倒的に専従者のいない人

が白色申告を選択していることがわかる。
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表 4 専従者給与(控除)の経緯

主な改正項目

1952年
青色申告専従者控除(但し，配偶者を除く)の創設

(5万円を限度に必要経費)

1954年
配偶者も青色申告専従者控除の対象にする
(7万円に引き上げ)

①青色専従者控除を 12万円に引き上げ
② 白色専従者控除の創設 (7万円)

1961年
①個人事業者とのバランスをとるため，サラリーマンに配偶者控除を創設(基礎控除と同額で

9万円)

1968年 青色専従者給与の完全給与制

1972年 青色申告者本人の控除として青色申告控除制度の創設

1973年
「みなし法人課税」の創設により，青色申告事業者は自らの事業主報酬を給与として受け取ること

が認められる。

1992年
① 「みなし法人課税」の廃止 (1993年以降廃止)
② 青色申告特別控除の創設

青色申告の専従者給与(控除)の経緯は，表

4にまとめられている。シャウプ勧告(1950

年)では，青色申告の場合でも，親族の事業専

従者に対する給与や控除は認めていなかった。

1952年に初めて，配偶者を除く事業専従者に

専従者控除が認められ，上限つきで必要経費陀

算入することができるようになった。その後，

徐々に青色申告の専従者控除が引き上げら

れ， 1968年には現行のような完全給与制にな

り，事業所得の分割が推進されてきた。さら

に， 1973年には「みなし法人課税」が認めら

れ，家族の事業専従者ばかりでなく，事業者自

身も事業主報酬(給与)を受け取ることが認め

られた。この場合，青色申告の個人事業者は，

通常のサラリーマンと同じように給与所得控除

が利用でき，法人成りしなくても法人のメリッ

トを受げることが可能となった。しかし， 1993 

年以降みなし法人課税Jは廃止され，事業

所得の分割に一定の歯止めがかけられてきた。

このような制度改正を通じて重要な点は，制

度改正を通じて青色申告を選択するインセンテ

イブが高められるとともに，税負担のバランス

を図る観点から，白色申告の専従者控除の創設

やサラリーマンの給与所得控除の引き上げが行

われてきたことである。この結果制度の下

での均衡」として所得税の空洞化が生じている

のである。

青色申告と法人成りの選択

次に，個人事業者が法人成りするか個人事業

者に留まるかの合理的な選択を検討しよう。い

ま，法人成りを考えるのは，青色申告と法人の

ボーダーラインにいる事業者である。法人成り

する主な理由は，事業者本人が報酬(給与)を

受け取り，事業所得を一層分割できることであ

る。いま，事業者の合理的な選択を考えてみよ

う。事業者の問題は， (3)式で示される税額が最

低になるように自分自身の給与WHを決定する

ことである。家族従業員の給与W と所得控除

DHを一定とすると， Yは一定なので， (3)式を

WHで微分すると，

(5)θTc /θW H = -Ic + ~ [1 -o' (W H) ] 

となる。ここで， o' (W]か0，O"(WH) < 0で
ある。いま，事業所得Yは低い水準であるケ

ースを考察し，以下の仮定をおく。

仮定九>c斗

のT
このとき(5)式と仮定 1より一一三くOとなる。

θWH 
つまり，事業者自身の報酬WHを増加させれば

税負担Tcを軽減できる。従って，事業者の合

理的な選択は，自らの給与WHをできるだけ大

きくし，WH= Y-nWに設定することである。
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均
税
率

青色申告

図 2 事業者の平均税率

この式を(3)式に代入すると

(3') Tc =作-nW -oCY -nW) -DH] 

十 n~[W -O(W)ーDo]
乙の場合，法人は赤字法人になり，法人税の負

担は無い。現実に，資本金が小額な法人は赤字

法人である合理的な理由はここにある。

(2) と (3~を比較して，法人成りのインセンテイ

ブを検討しよう。法人成りするのは，青色申告

のときの納税額Tbが，法人成りしたときの税

額Tcと法人成りの費用 CP-の合計額よりも高い

ことである。つまり，

Tb ;:::: Tc + C' 

(2) と (3~式を用い， ~ = t~ および家族従業員の給

与W と所得控除DH，D。が同一であると仮定す

ると，法人成りする条件は以下のようになる。

(6) C' +t~db 斗õ(叫

乙こで， WH = Y -nWo (6)式の左辺は一定で

あり，事業主の報酬WHが十分大きければ，法

人成りが行われることがわかる。具体的に，db 

=55万円， t~ = ~ = 0.2とすると，法人成りす

る事業主の給与WHは，給与所得控除額O(WH)

について， O (WH) > 5(C川川を満たす水準
である。

Y， 
法人 1

Y， 
i法人 2 所得 Y

同族会社

最後に，比較的所得の高い同族会社の合理的

な選択を検討しよう。乙の法人の合理的な選択

は， (3)式で示される税負担額を最小にする事業

主の給与WHを選択することである。いま，簡

単化のため，(3)式において家族従業員の給与

W と所得控除DH'D。を一定として，右辺の第

1項の nW，第 2項の DHおよび第 3項全部

を削除する。このとき， (3)式は以下のようにな

る。

工=tc [Y -WH] +~ [WH-O(WH)] 

右辺の第 1項が法人税で，第 2項が事業主の

給与所得に対する所得税であり，一方の増加は

他方の減少になる。よって問題は，一定のY

の下で税負担Tcを最小にする WH，O::;WH 

::;Y，を選択することである。

いま，給与所得WH-O(WH)の大きさに応

じて以下のような 3つの所得税率， t1，ら，およ

びらを設定する。

(i) 0三WH-O(WH)刊のとき税率tj

(u) Wj く WH-O(WH)三W2のとき税率ら

Cin) W2く WH-O(WH)のとき税率ら

また，法人税率はLで，
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仮定 2: tjくら<九くら

を仮定する。このとき，事業主の最適な選択は，

給与所得をW2に設定することである。実際，

(5)式より O::;WHδ (WH)三W2のとき，

~=らなので θTc/θWHくO。さらに，W2 < 
WH-O(WH)のとき， 4=t3なので， θ工/
θWH>O。従って，税負担額Tcが最小になる

のは給与所得がWH一o(WH) = W2のときで，
所得税率が法人税率よりも一段階低い税率ら

のときである。従って同族会社の税負担Tcは

Tc = tc [Y -W2 -n吋
(3~ +ら[W2-0 (W2) -DH] 

+ n~ [W -O(W) -DO] 
となる。

事業主は，税負担を最小にするため自分の給

与所得を法人税率よりも 1段階低い税率の金

額W2に設定し，残りの(y-WH)は法人所得

として法人税率九で課税されることを選択す

る。乙の法人税引後の金額(1-!C)(y -WH)を

内部留保すれば，所得税はこれ以上一切かから

ないことになる九

ここで重要な点は，所得税の最高税率らで

2)以上のように，同族会社は高い所得税率を回避する
ため，担当や11与を低く設定し，利益を社内に過大
に留保する傾向がある。このため，同族会社の留保

金に対し，以下のような課税が行われている。

課税対象となる課税留保金額RTは，当期留保金
額Rから留保控除金額Dを控除した金額である。

つまり，

RT=R-D 
当期留保金額Rとは，留保所得金額ROから(所得

税控除後の)法人税と住民税を差し引いた金額であ

り，

R=ROー (Tcー Ty)-O207Tc 
である。ここで，右辺の第2項は(所得税控除後の)

法人税を示しており，法人税Tcから利子などの源

泉徴収済みの所得税Tyを差し引いた金額である。

また，右辺の第3項は住民税を示しており，法人税

Tcの20.7%と想定されている。

課税されるととはないということである。最高

税率をいくら高く設定しても，同族会社は以上

に述べた合理的な選択の結果，所得税の最高税

率を回避できるのである。同族会社は，所得税

の最高税率とは無縁なのであり，最高税率の所

得税を引き下げても，同族会社の事業主の働く

インセンティブは全く影響を受けないのであ

る。

平均税率の変化

白色申告から青色申告，法人へと変化する

と平均税率はどのように変化していくのであ

ろうか。この平均税率の変化を示したのが図

2である。ここでは，法人とは法人成りした

ばかりの零細な法人や前述の同族会社を考えて

いる。

いま、図 2で示される平均税率を(1)ー(3)，
(め，および、(3~式を用いて求めてみよう。以下で

は簡単化のため、青色申告の専従者給与や法人

の家族従業員の給与に対する課税は無視する。

従って， (2)， (幻，および(め式の右辺の第 2項、

および(3)式の右辺の第 3項は無いものとす

る。まず，白色申告の場合， (1)式においてDw

とDHを一定にして，平均税率Tw/Yを求める

ことができる。

次に，留保控除金額Dとは，以下の①~③の 3

つの基準額のうち一番大きい金額である。

①積立金基準額.資本金Kの25%から利益積立

金fを差し引いた金額，

②所得基準額:所得Yの35%，

①定額基準額:1，500万円

すなわち，

D = max {o 25 K -f， O. 35 Y， 1500万円}

留保金額に対する税率は，課税留保金額に応じて累

進的であり，課税留保金額が 3000万円以下のとき

税率 10%，3000万円を超え 1億円以下のとき税率

20%，1億円を超える場合税率20%となっている。

租税対策として，法人税しかかからない留保金に

対し課税することにより，配当へのインセンティブ

を誘発している。また，留保金課税の税率を一定期

間引き下げて，中小法人の内部留保の充実を図って

いるσ
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次に、青色申告の場合， (2)式を用い， dbと

DHを一定にして平均税率Tb/Yを得る。白色

申告と青色申告の境界をY1とすると，Y1は

Tw = Tb +Cを成立させる Yの値である。具体

的に Y1は，(1)と(2)式において， tw=4=ty，

およびWはYに依存し W=W(y)とすると，

ty [nW(Y) +叫=ちDw十C

を満足する Yの値である。 Y=Y1のとき，

Tw = Tb +Cかつ C>O なので、

Tw、 Tb一、-
Y Y 

が成立する。

法人の場合，前述のように、所得が低いケー

スと、所得が比較的高い同族会社のケースの

2つに分け，前者を法人 1，後者を法人 2と

呼ぶことにしよう。法人 1の場合、税負担を

示す(め式を用いて，平均税率(Tc/Y)1を求め
るととができる。青色申告と法人 1との境界

の所得Y2は，(6)式を等号で成立させるYの値

である。 Y=Y2のとき，Tb = Tc十C'が成立

し， C' > 0より，

Th fTc ¥ 
Y>¥Y)1 

が成立する。

法人 2の場合，税負担を示す(め式を用いて

平均税率(Tc/Y)2を求めることができる。法
人 1と法人 2の境界の所得Y3は，

Y -nW(Y) = W2 

を満足する Yの値である。 Y=Y3のとき，

(~) 1 = (~) YI =¥Y/ ， 

やC/Y)1_ a(Tc/Y)2 
一一
θYθY  

が成立する。

図 2から，事業者の直面している税率構造

は，通常想定しているようなものではないこと

がわかる。事業者は税負担の最小化を図るため

白色申告，青色申告，および法人のいずれかを

合理的に選択しており，乙の結果，累進構造は

不連続で、，所得税の最高税率とは無縁の構造に

なっている。

4.減価償却と租税負担

ここでは，減価償却期間の短縮が法人の租税

負担にどのような影響を及ぽすかを検討しよ

う。減価償却期間の短縮とは，具体的には，初

年度の特別償却や耐周年数の改定などである。

いま，減価償却資産の取得価額をP，残存価

額をP。とする。このとき，減価償却の期間が

2期間のケースと 2期間を 1期間に短縮し

たケースを比較してみよう。もし 2期間にわ

たって普通に減価償却した場合，毎期(p-PO) 

/2だけ減価償却され，減税額Ll1の現在の価値

は

Al=LFEll+Tti 

となる。ここで rは利子率であり， tcは法人

税率を示している。次に， 1期目で全額(p-

Po)が減価償却されると， 1期目の減税額は(p

-Po)tcであるが， 2期目の減税は無いので， 2 

期間にわたる減税額向は

Ll2 = (P -PO) tc 

となる。

上記の 2つのケースを比較すると， 1期目

で全額を減価償却する方が， 1期目では減税

額が(p-Po)tc/2だけ増加するが， 2期日では

減価償却が無くなるため， (P -Po)九/2だけ増

税となる。結局， 1期目で全額の減価償却を

認めると，減税額(企2一角)は

(P-Po!た 11 
ム 8. ム一一一，ー 11一一一一i

2 1 +叶

となる。この結果から，減価償却期間を短縮し

た場合の効果は，利子率rと法人税率Lに依

存するととがわかる。特に，利子率が高いとこ
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の政策の効果は大きいが，利子率がゼロに近い

と，この政策の効果はほとんど無いことがわか

る。

以上の議論は， 2期間とも法人所得が黒字

の場合である。 2期目間とも赤字の場合は，

明らかに，初年度の特別償却の効果は全く無

い。以下では，その他の 2つのケースを検討

しよう。

ケース 1期目が赤字で， 2期目が黒字の

とき

普通に減価償却した場合，毎期(P-Po)/2だ

け減価償却されるが， 1期目の減価償却額は

赤字のため税負担の軽減に繋がらない。しか

し，もし 1期目の減価償却分が欠損の繰越に

よって 2期目に繰り越せるとすると，減税額

dj は，

ふ=生-po)
l+r 

次に， 1期目で全額(P-Po)が減価償却され

ると， 1期目には減税とならず， 2期日に欠

損の繰越によって繰り越すと，減税額もは，

ム一生主L
1十r

となる。上記の 2つのケースを比較すると，

初年度の特別償却の効果は無いことがわかる。

ケース2: 1期目が黒字で， 2期日が赤字の

とき

普通償却のとき， 1期目の減価償却額のみ

税の軽減となり， 2期目の減価償却は減税と

ならないので，減税額djは，

企-止主i
2 

次に， 1期日で全額(P-PO)が減価償却され

ると， 1期目に全額が税の軽減に結びつくの

で，減税額dZは，

dZ = tc (P円)

となる。明らかに，初年度の特別償却の効果は

強いことがわかる。

以上の結果を法人の合理的行動を踏まえて考

えてみよう。前節で議論したように，零細な法

人は合理的な選択の結果として赤字法人を選択

している。この赤字法人に対して減価償却期間

の短縮という租税政策は，無効な政策となる。

租税政策を有効にするには，法人の合理的な行

動をより慎重に考慮する必要がある。

5.投資行動と資本コスト

租税政策の重要な焦点は，資本蓄積である。

ここでは，法人の財源調達方法として借入れと

内部留保の 2つを考え，初年度の特別償却や

耐用年数の短縮が，資本コストの引き下げを通

して，資本蓄積にどのような影響を及ぼしてい

るかを検討しよう。ここで，資本コストとは，

投資を行う上で最低限必要とされる収益率であ

る。以下で，初年度の特別償却や耐周年数の改

定などの租税政策は，どのように資本コストを

引き下げ，投資を増加させるのかを具体的に検

討しよう。

いま， 1単位の投資の増加を考えよう。投

資支出のうち fの割合は初年度の特別償却の対

象となっているとしよう。残りの(1-f)の割合

はa%の率で通常の減価償却が行われるとす

る。

借入れの場合

法人税率をτとすると，第t-1期の借入額

は，特別償却により f1:だけ減少するので，

(1-f1:)である。 1単位の投資の増加は，収入

をpFK，支払利子を r(l-f1:)，法人税をτ[pFK

r(l-fτ)-a(l-f)J，経済的減耗を(5(l-fτ)

だけ増加させる。ここで，pFKvま資本の限界生

産力の価値を示している。以上より，投資を

1単位増加したときの利潤の増加は，
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利
子
率
r 

r 
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r 

図 3 企業の投資需要

投資 I

pFK -r(lー釘)

τ[pFK-r(l-ω-a(lーのl
-8(1-fτ:)=0 

最後の等号は，利潤最大化の必要条件である。

従って，

(1-1¥ _/l-ft¥ 
pFK = r(l -f.t) -aτl一一 l+ùl~l

¥I一τJ ¥ 1一τ/

この場合，資本コストはこの式の右辺の値であ

る。組税政策により資本コストがどのように引

き下げられているのかをみるため，以下で 2

つの特別なケースを取り上げる。

(ケース 1)通常の減価償却のみの場合(つま

り.[=0) このとき，

抗
一

τ
一一一-唱
E
A

eo-十rA 一一K 
R
A
 
D
A
 

もし経済的な減価償却率8が税法の減価償却率

aに等しいとき，

pFK = r+u 

が成立する。従って，もしa>Uならば，資本

コストは低下する。

(ケース 2)初年度の 100%の特別償却(つま

り. [=1) 

pFK = r(1-τ)+δ 

乙の場合，資本コストは，利子率rに法人税率

τを乗じたη だけ低下する。

内部留保の場合

1 単位の投資の増加は，収入を pFK• 法人

税をτトFK-a(l -f)].経済的減耗む(1-['t) 
だけ増加させる。以上より，投資を 1単位増

加したときの利潤の増加は，

pFK -8 [pFK -a(l -f)] -u (1-f'c) 

この値は，他の資産運用した場合の収益，

(1-m)r(1-fτ:).に等しいことが必要である。

乙こで.mは利子所得に対する所得税率を示

している。従って，

pFK一τ[pFK- a(lーの]-8(1一白)

= (1-m)r(l-['t) 

整理して，以下の式を得る。

1 -fT ra(l -f) 
pFK = [(1 -m)r叫亡T 一寸て7

前のケースと同様，以下の 2つの特別なケ

ースを考えよう。

(ケース1)通常の減価償却のみの場合(つま

り.f=O) 

乙のとき，
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P凡=作子]r十羊子
もし経済的な減価償却率8が税法の減価償却率

aに等しいとき，

pFK =[モ子卜十8
が成立する。従ってもし a>oならば，資本コ

ストは低下する。

(ケース 2)初年度の 100%の特別償却(つま

り， f=1)のとき

pFK = r(1 -m) + O 

この場合，資本コストは，利子率rに所得税率

mを乗じたrmだけ低下する。

租税政策の限界

以上の結果から，特別償却や耐周年数の短縮

は，投資の資本コストを低下させて，投資水準

を高めるように意図されていることがわかる。

ところが，図 3で示されている状況を考えて

みよう。この状況は，利子率rが低い水準では

企業の投資需要I(θが一定となり，たとえ利子

率が低下しても，投資需要は全く増加しないケ

ースである。わが国の現状は，この状況に近い

と考えられる。乙の場合，特別償却や耐周年数

の短縮といった租税政策は，資本コストを rO

からピに引き下げるが，投資需要を全く増加

させない。この点で，わが国の租税政策の限界

を認識すべきである。

6.退職給与引当金

法人税の引当金の繰入と積立金の累積過程を

検討し，引当金の動学過程を考察してみよう。

以下で用いられる退職給与の要支給額とは，使

用人が全員，自己都合で退職したと仮定した場

合の退職給与の合計額である。退職給与引当金

の積立額の上限は，当期退職給与の要支給額の

一定割合Pである。いま，第t期において，当

期末の退職給与の要支給額を dt，前期末の退

職給与の要支給額を dtーl' 期末の退職給与引当

金の積立額をFt，給与総額を Wtとする。こ

のとき，第t期の繰入限度額Ptは以下の 3つ

の基準に従って決定される。

①発生額基準:dt -dt-1 

② 累積限度額基準 :sdt -FtーI

①給与総額基準 :α:Wt

ここで，sとαの値は平成14年度現在，s= 
0.23，α=0.06である。退職給与の支給が労

働協約によって定められているとき，③の制約

は無くなり，上記の①と②のうちのいずれか低

い金額となる。就業規則で退職給与の支給を定

めている場合，上記の①，②，及び③のうち一

番低い金額が繰入限度額になる。すなわち，

Pt=凶 n{dt-d山戸dt-Fト l'αWt} 

もし退職者が出た場合には，引当金を取り崩

す必要がある。いま，前期末の退職給与の要支

給額 ~-1 のうち退職者の分がm とすると，発

生額基準と累積限度額基準は，以下のように修

正される。

① 発生額基準:dtー(生一l-Tlt)

②累積限度額基準:同一 (Ftー1-T]t) 

ここで，退職給与引当金における繰入と積立

金のダイナミックな動きを検討してみよう o 毎

年n人が入社し， m年会社に在籍し， m年目

末の直前に退職するケースを考えよう。また，

一人当たりの使用人が自己都合で退職した場合

の退職金は毎年同じでdであるとしよう。この

とき，前期末の退職給与の要支給額は，

n(m-2)dである。なぜなら，当期末の使用人

のうち，新入社員と退職者は前期末から在職し

ていないので，前期末退職給与の要支給額には

含まれないためである。当期末の退職給与の要

支給額は， n(m-1)dである。実際，当期末に

おいて退職者を除く全員が使用人となっている

ためである。従って，①の発生額基準は，

n (m-2)d-n (m一1)d= ndとなる。②の累積

限度額基準において，累積限度額は当期末の退

職給与の要支給額n(m一l)dの一定割合pであ



2003. 3 法人課税の構造小山 17 (433) 

秘
立
金

日n(m-l)d
F， I 

戸川(m-l)d

A B 

図 4 退職給与引当金の積立過程

T 

る。このとき，繰入限度額Ptは以下のように

なる。

(7) Pt =出n{nd， sn(m -1)d -Ft_l} 

ここで，①の基準は無視する。

以上の設定で，各時点の繰入限度額と引当金

積立額を具体的に計算してみよう。いま， T三

s(m-1)> T-lを満足するある時期Tが存在

すると仮定しよう。また， t =0のときの引当

金の積立額Fo=Oとする。このとき， t =1のと

き，繰入限度額は発生額基準で決定されるので

(7)式より Pl=nd，引当金の積立額はFl=Fo+Pl

= ndとなる。任意の時期 tについて，

(i) 1::; tく Tのすべての tについて，繰入限度

額Pt=nd，引当金の積立額はFt=Ft-1+Pt = tnd 

(ii)t=Tのとき，繰入限度額は累積限度額基

準で決定し， PT= sn (m -1) d一(T-1)ndとな

る。実際， Tの設定により， T2: s(m-1)なの

で， これを書き換えると，

nd三戸n(m-1)dー (T-1)nd

が成立する。よって(i)より， FT-1= (T-1)nd 
なので，上記の PTの式を得る。また，積立金

については， FT=FT_l十PT=向(m-1)dが成立

する。

(iii) t> Tのとき，繰入限度額は累積限度額基

準で決定し Pt=O，積立額はFt= snCm一1)dと

なる。

図 4において， OAは積立金が累積してい

く過程であり， ABは積立金が累積額の上限に

達している状況を示している。いま，累積限度

の割合をpからFに引き下げると，累積の上
限は下方にシフトする。積立金の累積限度の割

合の引き下げは，非常に強い衝撃を法人に与え

る。非課税の繰入が無くなくなると，従来のよ

うに雇用を維持することによる税制上のメリッ

トが失われ，法人は雇用政策の大幅な変更が迫

られることになる。乙の点を次節で検討する。

7.法人課税と雇用

外形標準課税と雇用

平成 15年度以降，法人事業税に外形標準課

税が導入されることが決まっている。外形標準

課税を導入する主な理由は，危機的な地方財政

の状況の中で，法人所得のみに課税する法人事

業税の税収が極めて不安定であるためである。

全法人の約 7割の赤字法人は事業税を一切払

わないため，地方公共サービスの受益と負担の

関係が不明確になっている点も改正理由の 1
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つに挙げられる。

外形標準課税は，事業活動の規模に応じて課

税するもので，事業活動の規模の指標として以

下で定義される付加価値と資本金が用いられ

る。

付加価値額=土単年度損益+報酬・給与額

+純支払利子+純支払賃借料

平成 14年度現在，法人事業税は法人税と同

じ法人所得に対して税率 9.6%で課税してい

る。外形標準課税の総務省案では，従来の法人

所得に対し税率4.8%，付加価値に対し税率

0.66%，資本金に対し税率0.48%で課税する

としている。但し，資本金 1千万円未満の法

人は年4.8万円を限度としている。平成 15年

度に実施される税制改革案では，従来の法人所

得に対し税率 7.2%，付加価値に税率 0.48%，

資本金に税率 0.2%を課税するとしている。但

し，課税は資本金 1億円超の法人に限定され

る。

以下では，このような外形標準課税の導入

は，企業の雇用を減少させることを証明しよう。

資本蓄積を阻害することも，以下の労働Lを

資本Kに置き換えることによって証明でき

る。いま，簡単化のため，生産要素は労働L

のみとし，生産関数を F(L)とする。生産物の

価格を 1とし，賃金率を wとしよう。このと

き，企業の利潤 π。は

(8) 官。=F(L)-wL 

となる。課税所得をπとすると，事業税Tbは

損金になるため，

(9)π=π。-Tb
となる。事業税の外形標準課税の場合，所得以

外に給与などの付加価値に課税されるが，ここ

では所得と給与に課税されるとしよう。すなわ

ち，

(10) Tb=tb7l'+暗wL

ここで， tbは所得にかかる事業税の税率， t~ は

賃金 wLにかかる事業税の税率を示してい

るお。 (9)と(10)より，課税所得πは

(日) π=民ゴ世
1 + tb 

いま，法人税の税率を tc，住民税の税率を tR

とすると，法入税と住民税の合計額Tcは

(12) Tc =tc (1+tR)π 

(10)一~12)より，法人税，住民税および事業税の合

計額は，

(13) (Tc+Tb) = 

[tc (1 +叫 +tbI (π日一詰
、ノ I+:J+tt:wL

税引き後の法人所得(利潤)πTは，同式より，

(1め πT三甘口 (Tc+Tb) 

I一的 +tR)r_ φ2 ...T 1 
1 + tb l"o -'b W勺

(8)式を(14)式に代入し， πTを最大にする雇用量

L*を求めると，

&T-tc (1 + tR) r ， ， f 内¥1

守工 ¥1 ノ伊 (L*) 一 (l+t~)wl =0 
OL 十tb L 、ノ」

よって，

(1日同5めF'(L*吟ドけ)= (1 + t~ 

が成立する o

いま，従来のように，事業税が法人所得に対

してのみ課されるケースと比較してみよう。こ

の場合， t~=O で， (15)より税引き後の利潤最大

となる雇用量ιは， F'(L)=wを満足する。

3)外形標準課税は，正確には， Tb=t~ 7r +t~[π+wL] 

となる。右辺の第 1項は所得への課税を示し，第

2項は付加価値への課税を示している。ここでは，

表記を簡単にするため(1時式の設定にしている。
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図 5 外貨標準課税と退職給与引当金の雇用への影響

このとき，外形標準課税が課されたときの雇用

量L

用量ιよりも小さくなる。これは，生産関数F
(L)は収穫逓減を示すならば明らかであろう o

図 5は， この状況を示している。

引当金と雇用

従来，企業において雇用が安定していた理由

は，退職給与引当金や賞与引当金によって雇用

の確保が法人の利潤最大化行動と一致していた

ことにある。退職給与引当金や賞与引当金の場

合，雇用を増加させれば多くの非課税の引当金

を繰り入れられることができる。このため法人

は，雇用を確保することによって非課税の引当

金を利用し，法人税負担を軽減して，利潤最大

化を図ってきた。

いま，退職給与引当金や賞与引当金が雇用を

増加させることを示そう o 上記と外形標準と同

様のモデルを用いるが，ここでは簡単化のため

住民税と事業税は割愛する。これらの引当金に

よって労働者一人当たり αだけ非課税の引当

金が繰り入れられるとする。このとき，非課税

な引当金はαLで，法人税Tcは

Tc=tc[F(L) -wLαL] 

となる。ここで，未来の法人所得(利潤)はF

(L) -wLである。法人税の税引き後利潤町は，

(16) 町三[F(L)-wL] -Tc 

= (や1-tc)伊(L)-w叫十九

従つて，引当金の非課税によって tcαLだけの

利益を法人は得たことになる。 (16)より，宵Tは

雇用量Lの関数なので， πTを最大にする雇用

量Lで，

生=(l-tc)ド-(w -1t~ ~J] = 0 
が成立し，

F'(仁)=wーム旦

を得る。従って，図 5で示されているように，

引当金が存在すると雇用量は£から仁に増加す

ることがわかる。

近年の税制改革において，賞与引当金が廃止

され，退職給与引当金が縮小し，さらに外形標

準課税の導入が新たに決定したことは，企業の

労働需要を一層減少させ，失業率の増加を引き

起こすことになる。



20 (436) 経済学研究 52-4 

8.結語 租税政策の限界を分析した上で，税収の確保を

踏まえた税制改革を慎重に行う必要があると考

現在，租税政策にあまりの大きな期待が寄せ える。

られている。しかし，租税政策は非常に限定的

な効果しかなく，租税政策によって現在の日本

経済の不況を克服しようとしても無理であるこ

とを認識すべきである。所得税の最高税率の引

き下げは，経済の活力を生むためとしている

が，実態は経済の活力に結びつくよりも，所得

分配の不公平を生じさせている。また，租税特

別措置も投資の利子弾力性がほとんどゼロの状

況ではその効果は極めて弱いと考えられる。

外形標準課税は，地方税収が安定するという

近視眼的な政策によって選択されるが，乙の結

果，法人に負担をかけ雇用を不安定にする。法

人に増税するのではなく，個人ベースで税制を

考え，個人ベースの負担構造が明確な税制を採

用していくべきである。税制で無理やり経済状

況を回復させようとしても不可能である。むし

ろ，過度な期待で税制改革を行うのではなく，
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